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公益財団法人滋賀県建設技術センター下水道排水 

設備工事責任技術者試験および更新講習実施要領 

 

第１章 総  則 

（目  的） 

第１条 この要領は、公益財団法人滋賀県建設技術センター下水道排水設備工事責任技術者

資格認定のための試験および更新講習実施要綱（以下「実施要綱」という。）に定める基本的

事項の実施等において必要な事項を定める。 

第２章 責任技術者の試験および新規登録 

（試験の受験資格） 

第２条 実施要綱第７条第２項第２号の年数は、試験実施日を基準として算定する。 

２ 実施要綱第７条第１項中の「これに相当する課程」とは、次の各号に掲げる課程とする。 

（１） 土木科、農業土木科および農業工学科 

（２） 建築科、建築工学科および設備工学科 

（３） 衛生工学科 

（４） その他第１号から第３号までに相当するものとして理事長が認める課程 

３ 次項および実施要綱第７条第１項第１号から第３号に掲げる実務年数は、試験の受験申込

日を基準として算定する。 

４ 実施要綱第７条第１項第４号に規定する者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による専修学校または各種学校において、土木ま

たは、これに相当する課程を修了した者、および職業能力開発促進法（昭和４４年法律

第６４号）による公共職業訓練施設において配管科を修了した者 

（２） 学校教育法による高等学校または旧中学校令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学

校以上の学校を卒業した者で、農業集落排水施設、コミュニティプラント、合併処理浄化

槽（以下「農業集落排水施設等」という。）の工事の設計または施工に関して 1 年以上の

実務経験を有するもの 

（３） 農業集落排水施設等の工事の設計または施工に関して２年以上の実務経験を有する者 

（４） その他第１号から第３号までに準ずる者として、理事長が認める者 

（試験の受験申込み） 

第３条 試験を受験しようとする者は、下水道管理者を経由して、理事長が定める期間内に、受

験申込み書（様式第１～第３）に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。書類の

提出は受付機関窓口への持参によることとし、郵送による申込みは認めない。ただし、追加、

修正等のための再提出はこのかぎりでない。 

（１） 実施要綱第７条に規定する受験資格を有することを証する書類（卒業証明書や卒業証書

等） 

（２） 申込み３ヶ月以内の住民票記載事項証明書（住民票可） 

（３） 顔写真（２枚） 

（４） 受験手数料払込金受領証またはその写し 

 

２ 下水道管理者は、実施要綱第７条に規定する受験資格を確認のうえ受理し、これを取りまと

め、理事長に送付する。 

３ 理事長は、受験申込書の送付を受けたときは、速やかに試験の受験申込者に受験番号およ

び試験会場を記した受験票（様式第３）を送付する。 
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（試験の実施方法） 

第４条 試験の実施は、試験運営委員会において試験実施計画等を定めて行う。 

（試験の採点および合否の判定） 

第５条 実施要綱第１１条の試験の合否の判定は、試験の採点基準および合否の判定基準を

定めて行う。 

（合格者の名簿の取扱い） 

第６条 下水道管理者は、実施要綱第１１条の規定により合格者の名簿の通知を受けたときは、

これを保管する。 

（試験の合格の取消しおよび登録の取消し等の異議の申立て） 

第７条 実施要綱第１２条第２項の規定により試験の合格の取消しを通知された者および実施要 

綱第１４条第２項の規定により責任技術者の登録の取消し等を通知された者は、当該通知

（様式第６）を受理した日以後２週間以内に、下水道管理者を経由して理事長に異議の申立

てを行うことができる。 

２ 理事長は、前項の異議の申立てを受けたときは、資格審査委員会に諮り、速やかに対応を決

定して、その結果を申立人に通知しなければならない。 

（新規登録） 

第８条 実施要綱第１３条第１項の規定による新規登録は、合格者が受験申込みに際して記入し

て提出した書類等の情報を用いて行うものとする。 

２ 受験申込み時に提出した内容にその後の変更が生じた場合、合格の通知を受けた受験者

は、理事長の定める日までに変更の内容を届け出なければならない。 

３ 前項による変更の届け出は、第３条第１項に準じて、変更内容を証する書類等を添付すること

を要する。 

（責任技術者証） 

第９条 理事長は、責任技術者の登録を行ったときは、その者に対し責任技術者証（様式第８）を 

交付する。 

２ 前項の責任技術者証の交付は、理事長が責任技術者証を下水道管理者に送付し当該下水

道管理者から当該責任技術者に交付する方法、理事長が当該責任技術者に直接交付する

方法等により行う。 

３ 責任技術者は、排水設備工事に関する業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、 

下水道管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。 

５ 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、または紛失したときは、遅滞なく、下水道管理者を経

由して、または直接持参して、技術者証再交付申請書（様式第１０）を理事長に提出し、再交

付を受けなければならない。 

６ 責任技術者は、実施要綱第１４条第１項および第２項の規定により登録の取消し等を受け理

事長から責任技術者証の返還等を求められたときは、直ちにその指示に従わなければならな

い。 

（変更の届出） 

第１０条 責任技術者は、届出の内容に変更があったときは、遅滞なく責任技術者届出事項変更

届（様式第１１）を、下水道管理者を経由して、または直接持参して、理事長に提出しなけれ

ばならない。なお、住所、氏名に変更のある者については、住民票記載事項証明書（住民票

可）を添付して提出しなければならない。 

２ 理事長は、変更届を受理した時は、その内容について各下水道管理者に通知する。 
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第３章 責任技術者の更新講習および更新登録等 

（更新講習の指定） 

第１１条 理事長は、更新講習の受講および更新登録の円滑な実施を図るため、更新登録を行

う必要のある責任技術者に対し、あらかじめ更新講習に関する期日等の指定を行う。 

２ 前項により期日の指定を受けた責任技術者が、事情により指定日に受講することができない

ときは、受講日変更依頼書（様式第１６）により期日指定の変更を申し出ることができる。また

当該年度のいずれの講習も受講できないときは、申出書（様式第１７）を提出し、実施要綱第

２０条第５項による次年度以降の更新を求めることができる。 

３ 実施要綱第２０条第４項の規定により資格を一時停止されている責任技術者が更新登録を

希望するときは、申出書（様式第１７）により自ら申し出なければならない。申し出を受けた理

事長は、同条第５項に規定する条件を満たすことができる場合にかぎり、直近に開催予定の

講習日等を指定することにより、更新講習を受講できるよう配慮するものとする。 

（更新講習の受講申込みおよび更新登録の申請） 

第１２条 更新講習の受講および更新登録をしようとする責任技術者は、下水道管理者を経由し 

て、理事長が定める期間内に、受講申込および更新登録申請書（様式第１２）に顔写真およ

び更新を受けるために必要な手数料の払込金受領証またはその写しを添付して、提出しなけ

ればならない。書類の提出は持参によることとし、郵送は認めない。また、前回登録を受けた

日または責任技術者届出事項変更届を提出した日以降に住所、氏名を変更している者につ

いては、併せて住民票記載事項証明書（または住民票）の提出をしなければならない。 

２ 下水道管理者は、受講申込および更新登録申請書を取りまとめ、所定期間内に理事長に送

付する。ただし、実施要綱第２０条第５項による申し出の場合は、その都度送付するものとす

る。 

３ 理事長は、受講申込および更新登録申請書の送付を受けたときは、速やかに更新講習の受

講および登録の申請者に更新講習受講票（様式第１４）を送付する。 

（更新講習の実施方法） 

第１３条 更新講習の実施は、更新講習運営委員会において、講習実施計画等を定めて行う。 

２ 更新講習は、日本下水道協会が発行する「下水道排水設備指針と解説」および「排水設備工

事責任技術者講習用テキスト」、またはこれに準拠したもの、その他理事長が適切と認めるも

のを教材として用いて行う。 

３ 設計および施工に関しては、演習や模型等を用いて具体的に行うこともできる。 

（継続して登録される者の名簿の取扱い） 

第１４条 下水道管理者は、実施要綱第２０条第３項の規定により継続して登録される者の名簿

の通知を受けたときは、これを保管する。  

 

（更新による責任技術者証） 

第１５条 理事長は、責任技術者が更新講習を修了した者に対し、責任技術者証(様式８－１)を

交付する。 

２ 取扱いについては、第９条第３項から第６項の規定に準じて行う。 

 

（受験講習の実施方法） 

第１６条 実施要綱第２１条に定める受験講習は、第１１条第１項の規定に準じて行う。 

２ 受験講習を受講しょうとする者は、下水道管理者を経由して、または直接持参して、理事長が

定める期間内に受験講習受講申込書（様式第１３）を提出しなければならない。 

３ 下水道管理者は、受験講習受講申込書を取りまとめ、所定期限内に理事長に送付する。 
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４ 理事長は、受験講習受講申込書の送付を受けたときは、速やかに受験講習申込者に受験講 

習受講票(様式第１５)を送付する。 

５ 受験講習の実施は、第１３条第１項の規定に準じて行う。 

６ 受験講習は、日本下水道協会が発行する「排水設備工事責任技術者試験共通問題集」およ

び「下水道排水設備指針と解説」、その他理事長が適切と認めるものを用いて行う。 

付  則 

（施行期日） 

この要領は、公益財団法人滋賀県建設技術センター設立の登記の日から施行する。 

付  則 

（施行期日） 

この要領は、平成２６年９月１日から施行する。 

付  則 

（施行期日） 

この要領は、平成２７年９月１日から施行する。 

付  則 

（施行期日） 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

付  則 

（施行期日） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

試験および更新講習実施要領様式一覧 

様 式 名     称 関係条文 

第１ 受験申込書 第３条第１項 

第２ 写真票 第３条第１項 

第３ 受験票 第３条第１項、第３項 

第６ 通知書 第７条第１項 

第８ 責任技術者証 第９条第１項 

第８－１ 責任技術者証(継続) 第１５条第１項 

第１０ 責任技術者証再交付申請書 第９条第５項 

第１１ 責任技術者届出事項変更届 第１０条第１項 

第１２ 更新講習受講申込および更新登録申請書 第１２条第１項 

第１３ 受験講習受講申込書 第１６条第２項 

第１４ 更新講習受講票 第１２条第３項 

第１５ 受験講習受講票 第１６条第４項 

第１６ 受講日変更依頼書 第１１条第２項 

第１７ 
下水道排水設備工事責任技術者資格の 

更新にかかる申出書 
第１１条第２項、第３項 

 


